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１  中 長 期 財 政 計 画 の 概 要  
（ １ ） 計 画 策 定 の 目 的  

 第 ７ 次 行 財 政 改 革 大 綱 で は 、 基 本 方 針 と し て 「 効 率 的 ・ 効 果 的 な 行 政 経 営 の 推 進 」  

を 掲 げ 、 将 来 に わ た る 安 定 し た 市 政 運 営 の た め 、 自 主 財 源 確 保 や 徴 収 体 制 の 強 化 、 受

益 と 負 担 の 適 正 化 等 に よ る 最 大 限 の 歳 入 確 保 と と も に 、 経 費 の 節 減 ・ 事 務 事 業 の 見 直

し 等 に よ る 適 正 な 歳 出 規 模 の 実 現 な ど 、 歳 入 歳 出 両 面 に わ た る 改 革 を 行 い 、 健 全 な 財

政 運 営 を 推 進 す る こ と と し て い ま す 。  

 少 子 高 齢 化 の 進 行 等 に よ り 、 医 療 福 祉 関 係 経 費 な ど 社 会 保 障 費 の 増 加 は 避 け が た い

状 況 に あ る ほ か 、 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 に 基 づ く 長 期 的 な 視 点 に よ る 老 朽 化 対 策 を

は じ め 、 統 廃 合 や 複 合 化 な ど 、 公 共 施 設 等 の 最 適 化 の 実 現 に 向 け た 新 た な 投 資 も 必 要

と な っ て い ま す 。  

 現 時 点 に お い て 、 今 後 を 予 見 す る こ と は 非 常 に 困 難 な 状 況 で す が 、 行 政 課 題 へ の 継

続 的 な 対 応 と 、 持 続 可 能 な 財 政 基 盤 の 確 保 を 両 立 さ せ て い く こ と を 目 指 し 「 土 岐 市 中

長 期 財 政 計 画 」 を 策 定 し ま す 。  

 

 

（ ２ ） 計 画 期 間  

  計 画 期 間 は 、 令 和 ８ 年 度 か ら 令 和 １ ７ 年 度 ま で の １ ０ 年 間 と し ま す 。  

 

 

（ ３ ） 対 象 会 計  

  普 通 会 計 を 対 象 と し ま す 。（ 決 算 統 計 資 料 を 活 用 す る た め ）  

 

※ 普 通 会 計 と は 、 各 地 方 公 共 団 体 の 財 政 状 況 の 把 握 や 分 析 の た め に 用 い ら れ る 統 計 上  

の 会 計 で す 。 土 岐 市 の 普 通 会 計 は 、 一 般 会 計 、 土 岐 市 ・ 瑞 浪 市 障 害 者 総 合 支 援 認 定  

審 査 会 特 別 会 計 、 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 （ 一 部 ） の ３ つ の 会 計 が 対 象 と な り ま す 。 
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２  こ れ ま で の 財 政 状 況 分 析  
 平 成 ２ ７ 年 度 か ら 令 和 ６ 年 度 ま で の １ ０ 年 間 の 普 通 会 計 に お け る 歳 入 歳 出 決 算 額 、  

基 金 、 地 方 債 残 高 、 財 政 指 標 等 の 推 移 は 、 次 の と お り と な っ て い ま す 。  

 

（ １ ） 歳 入 の 状 況  

歳 入 の 根 幹 を な す 市 税 収 入 は 、令 和 ６ 年 度 決 算 で は 個 人 市 民 税 の 定 額 減 税 の 影 響 な ど  

に よ り 約 １ 億 円 の 減 収 と な り ま し た 。 令 和 ８ 年 度 に つ い て は 定 額 減 税 の 影 響 は な く な

り 、 緩 や か な 景 気 の 回 復 を 受 け た 所 得 の 伸 び が 期 待 さ れ ま す が 、 税 制 改 正 に よ り 給 与

所 得 控 除 の 最 低 保 証 額 が １ ０ 万 円 引 上 げ ら れ る こ と な ど か ら 、 個 人 市 民 税 が 減 収 し 、

市 税 全 体 と し て も 減 収 と な る 見 込 み で す 。  
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（ ２ ） 歳 出 の 状 況  

 歳 出 で は 、 そ の 支 出 が 義 務 付 け ら れ た 硬 直 性 の 強 い 義 務 的 経 費 が 増 加 傾 向 に あ り ま  

す 。 特 に 、 令 和 ２ 年 度 は 会 計 年 度 任 用 職 員 制 度 が 導 入 さ れ た こ と 、 病 院 事 業 に 指 定 管  

理 者 制 度 を 導 入 し た こ と に 伴 い 人 件 費 が 増 加 し て い ま す 。 加 え て 、 平 成 ２ ９ ・ ３ ０ 年  

度 、 令 和 元 年 度 に 大 型 建 設 事 業 が 重 な り 、 地 方 債 発 行 が 増 加 し た こ と に よ り 、 今 後 も  

公 債 費 の 増 加 が 見 込 ま れ ま す 。  

ま た 、 投 資 的 経 費 に つ い て は 、 新 庁 舎 建 設 事 業 な ど の ４ 大 事 業 が 令 和 元 年 度 で 完 了

し た と こ ろ で す が 、 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 に 基 づ く 長 期 的 な 視 点 に よ る 老 朽 化 対 策

を は じ め 、 統 廃 合 や 複 合 化 な ど 、 公 共 施 設 等 の 最 適 化 の 実 現 に 向 け た 新 た な 投 資 も 見

込 ま れ て い ま す 。  

公 立 東 濃 中 部 医 療 セ ン タ ー や 文 化 財 保 存 活 用 拠 点 （ 仮 称 ） の 整 備 等 、 未 来 へ の 投 資

と な る 大 型 事 業 も 計 画 さ れ て い る 中 、 さ ら な る 物 価 上 昇 に よ る 影 響 が 歳 出 全 般 に 及 ぶ

こ と が 見 込 ま れ 、 求 め ら れ る 歳 出 は ま す ま す 増 大 す る こ と が 懸 念 さ れ ま す 。  
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（ ３ ） 基 金 残 高 の 状 況  

 基 金 は 、 将 来 の 財 源 不 足 や 公 共 施 設 等 の 整 備 に 備 え て 積 み 立 て を し て い る も の で

す 。  

普 通 会 計 の 基 金 残 高 推 移 は 、 平 成 ２ ８ 年 度 末 の ９ ３ ． ３ 億 円 か ら 令 和 ６ 年 度 末 の  

６ ３ ． ４ 億 円 と 徐 々 に 減 少 し て い ま す 。 こ れ は 庁 舎 建 設 な ど 事 業 実 施 の た め に 積 み  

立 て て き た も の を 目 的 に 合 わ せ 、 充 当 し た こ と に よ る も の で す 。  

今 後 も 基 金 の 管 理 方 針 に 沿 っ た 資 金 充 当 を 行 い つ つ 、 引 き 続 き 適 正 な 管 理 、 利 用  

に 努 め ま す 。  
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（ ４ ） 地 方 債 残 高 の 状 況  

 地 方 債 残 高 は 、 平 成 ２ ９ ・ ３ ０ 年 度 に 大 型 建 設 事 業 が 重 な り 、 令 和 ２ 年 度 末 に は  

１ ８ ８ ． ２ 億 円 ま で 大 幅 に 増 加 し て い ま す 。  

地 方 債 に は 、 世 代 間 の 公 平 負 担 の 調 整 を 図 る 役 割 も あ る こ と か ら 、 事 業 自 体 の 適  

債 性 及 び 後 年 度 の 財 政 負 担 を 考 慮 し 、 地 方 交 付 税 算 入 が あ る も の に 限 定 す る な ど 、  

有 利 な 地 方 債 を 活 用 し て い ま す 。  
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（ ５ ） 主 な 財 政 指 標 等 の 状 況  

 普 通 交 付 税 の 交 付 基 準 と な る 財 政 力 指 数 は 、令 和 ６ 年 度 は ０ ．６ ７ と な っ て い ま す 。  

財 政 力 指 数 は 自 主 財 源 の 割 合 を 意 味 し て お り 、 誘 致 を し た 企 業 を 含 め 市 内 の 企 業 の 設

備 投 資 が さ れ た こ と や 個 人 の 所 得 が 上 昇 し た こ と な ど に よ る 税 収 の 増 加 等 に よ り 、 改

善 傾 向 で 推 移 し て い る と 考 え ら れ ま す 。  

財 政 構 造 の 弾 力 性 を 示 す 経 常 収 支 比 率 は 、 平 成 ２ ９ 年 度 以 降 は ９ ０ ％ を 超 え る 状 態

が 続 い て お り 、 近 年 の 物 価 上 昇 等 に よ る 影 響 で 物 件 費 な ど が 増 加 し て い る こ と が 要 因

と 考 え ら れ ま す 。 令 和 ２ 年 度 か ら 導 入 さ れ た 会 計 年 度 任 用 職 員 制 度 に 伴 い 人 件 費 が 増

加 し て い る こ と も あ り 、 財 政 の 硬 直 化 が 進 ま な い よ う 十 分 注 視 し て い く こ と が 必 要 と

考 え て い ま す 。  

借 入 金（ 地 方 債 ）の 返 済 額（ 公 債 費 ）の 大 き さ を 財 政 規 模 に 対 す る 割 合 で 表 し た 実 質

公 債 費 比 率 は 、 近 年 は 低 い 水 準 で 推 移 し て お り 改 善 傾 向 が 継 続 し て い ま す が 、 新 庁 舎

建 設 な ど の 大 型 建 設 事 業 に 伴 う 借 入 額 の 増 大 に 伴 い 償 還 が し ば ら く 続 く こ と か ら 、 指

標 の 悪 化 が 懸 念 さ れ ま す 。  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6

人口 （人） 58,735 58,377 57,767 56,985 56,175 55,514 54,680 53,925

標準財政規模 （億円） 125.1 126.6 127.2 134.2 139.2 134.6 136.3 138.2

財政力指数 0.66 0.68 0.68 0.69 0.67 0.66 0.66 0.67

歳入総額 （億円） 237.4 253.6 243.8 298.3 259.2 259.3 254.1 265.5

歳出総額 （億円） 228.0 244.1 236.1 288.2 246.4 253.9 247.8 255.0

実質収支比率 （%） 6.4 4.4 3.8 5.6 7.2 3.1 4.1 6.6

経常収支比率 （%） 92.3 92.9 93.1 93.0 89.8 93.9 90.1 90.3

実質公債費比率 （%） 5.3 5.1 5.2 5.6 5.8 5.6 5.1 5.0

主要財政指標
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３  今 後 の 財 政 見 通 し  
（ １ ） 推 計 方 法  

 財 政 見 通 し の 推 計 方 法 に つ い て は 、 令 和 ２ ～ ６ 年 度 決 算 、 総 合 計 画 、 公 共 施 設 等 総  

合 管 理 計 画 、 そ の 他 整 備 中 で あ る 防 災 行 政 無 線 、 駄 知 こ ど も 園 、 予 定 さ れ て い る 文 化  

財 保 存 活 用 拠 点（ 仮 称 ）、広 域 ご み 焼 却 施 設 の 整 備 、東 濃 中 部 病 院 事 務 組 合 へ の 負 担 金  

を 勘 案 し 試 算 し て い ま す 。な お 、今 後 の 制 度 改 正 や 事 業 の 見 直 し 等 も 予 想 さ れ ま す が 、  

未 確 定 な も の に つ い て は 現 行 の 制 度 や 地 方 財 政 対 策 等 を 前 提 と し て 推 計 し て い ま す 。  

【 歳 入 】  

地 方 税  市 が 課 税 権 を 持 つ 税  現 時 点 で 明 確 に な っ て い る 税 制 改

正 等 の 影 響 に つ い て 勘 案 し 、 推 計  

譲 与 税 ・ 交 付 金  国 税 と し て 徴 収 さ れ 、 一 定 の 基 準

に よ り 市 に 譲 与 さ れ る 税 ・ 国 や県
が徴収した税の一部を一定の基準
により市町村に交付されるもの  

直 近 ５ 年 の 決 定 額 の 平 均 を 使 用

し 、 今 後 の 動 向 を 見 据 え 、 推 計  

地 方 交 付 税  一 定 の 基 準 に よ り 国 が 市 に 交 付

す る 税  

直 近 ５ 年 の 決 定 額 の 平 均 を 使 用

し 、 今 後 の 動 向 を 見 据 え 、 推 計  

国 庫 支 出 金 ・ 県

支 出 金  

国 や 県 か ら 市 へ 交 付 さ れ る 補 助

金 等  

現 行 制 度 が 継 続 す る も の と し て 、

推 計  

地 方 債  市 が 資 金 調 達 の た め に 負 担 す る

債 務 で あ っ て 、 そ の 返 済 が 一 会

計 年 度 を 超 え て 行 わ れ る も の  

実 施 計 画 と 過 年 度 実 績 を 勘 案 し 、

推 計  

繰 越 金  翌 年 度 へ 繰 り 越 す 前 年 度 決 算 の

余 剰 金  

決 算 見 込 み に よ る 繰 越 金 を 翌 年 度

計 上  

繰 入 金  一 般 会 計 ・ 特 別 会 計 ・ 基 金 の 間

で の 現 金 の 移 動  

例 年 の 基 金 取 り 崩 し 等 か ら 推 計  

【 歳 出 】  

人 件 費  職 員 等 に 対 し 勤 労 の 対 価 や 報 酬

と し て 支 払 わ れ る 一 切 の 経 費  

職 員 数 を 一 定 と 仮 定 し 、 物 価 上 昇

等 を 勘 案 し 、 推 計  

扶 助 費  児 童 福 祉 法 、 老 人 福 祉 法 等 の 法

令 に 基 づ い て 被 扶 助 者 に 支 給 す

る 費 用 等  

過 去 ５ 年 間 の 伸 び 率 と 社 会 経 済 情

勢 の 変 化 等 に よ る 影 響 等 を 勘 案

し 、 推 計  

公 債 費  地 方 債 を 借 入 れ し た 際 に 支 払 う

元 金 の 償 還 及 び 利 子 の 支 払 い に

要 す る 経 費  

令 和 ６ 年 度 ま で に 発 行 し た 地 方 債

の 償 還 計 画 に 加 え 、 新 規 の 発 行 分

を 見 込 ん だ 上 で 償 還 額 を 推 計  

物 件 費  市 が 業 務 遂 行 す る 際 に 支 出 す る

消 費 的 経 費  

物 価 上 昇 等 を 勘 案 し 、 推 計  

補 助 費 等  各 種 団 体 に 対 す る 助 成 金 や 一 部

事 務 組 合 へ の 負 担 金 等  

過 去 ５ 年 間 の 平 均 と 今 後 の 動 向 を

見 据 え 、 推 計  

繰 出 金  一 般 会 計 と 特 別 会 計 ・ 企 業 会 計

の 間 で 支 出 さ れ る 経 費  

特 別 会 計 ・ 企 業 会 計 毎 に 伸 び 率 を

勘 案 し 、 推 計  

普 通 建 設 事 業 費  道 路 や 橋 り ょ う 等 、 各 種 社 会 資

本 の 新 増 設 事 業 を 行 う 際 に 必 要

な 経 費  

実 施 計 画 と 過 年 度 実 績 を 勘 案 し 、

推 計  

そ の 他 の 支 出   積 立 金 、 出 資 金 等  過 去 ５ 年 間 の 平 均 と 今 後 の 動 向 を

見 据 え 、 推 計  
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（ ２ ） 財 政 収 支 の 見 通 し  

 歳 入 の う ち 市 税 収 入 は 、 令 和 ６ 年 度 決 算 に お い て は 個 人 市 民 税 の 定 額 減 税 の 影 響 な

ど に よ り 減 収 と な り ま し た 。 今 後 は 、 緩 や か な 景 気 の 回 復 を 受 け た 所 得 の 伸 び が 期 待

さ れ ま す が 、 税 制 改 正 に よ り 、 個 人 市 民 税 が 減 収 し 、 市 税 全 体 と し て も 減 収 と な る 見

込 み で す 。  

歳 出 で は 令 和 ８ 年 度 以 降 に は 文 化 財 保 存 活 用 拠 点（ 仮 称 ）、広 域 ご み 焼 却 施 設 の 整 備

が 予 定 さ れ て い ま す 。 財 源 不 足 を 補 う た め に 地 方 債 の 発 行 額 の 増 加 、 財 政 調 整 基 金 か

ら の 繰 入 も 想 定 さ れ る と こ ろ で す 。  

経 常 収 支 比 率 は 、 ９ ０ ％ 以 上 の 高 水 準 で 推 移 す る こ と が 予 想 さ れ て い ま す が 、 こ れ

は 扶 助 費 、 人 件 費 、 公 債 費 を 合 わ せ た 義 務 的 経 費 は 増 加 が 見 込 ま れ る の に 対 し 、 市 税

な ど の 経 常 一 般 財 源 は 減 少 が 見 込 ま れ る こ と に よ る も の で す 。 近 年 は 、 地 方 債 の 充 当

率 が 引 き 上 げ ら れ 、 か つ て は 、 投 資 的 経 費 に 充 当 さ れ て い た 一 般 財 源 が 地 方 債 に 振 り

替 わ り 、 そ れ が 後 年 度 に 公 債 費 と な る こ と で 経 常 収 支 比 率 を 押 し 上 げ て い る 要 因 の 一

つ と な っ て い ま す 。 従 っ て 、 経 常 収 支 比 率 が ９ ０ ％ 以 上 で あ る こ と だ け を も っ て 一 概

に 財 政 が 悪 化 し た 状 態 で あ る と は い え ま せ ん が 、 財 政 の 硬 直 化 が 進 ま な い よ う 注 視 し

て い く 必 要 が あ る と 考 え て い ま す 。  

  

R6 R７ R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

歳入総額 （億円） 265.5 276.8 255.8 255.6 245.1 244.6 243.8 244.4 244.9 259.9 260.9 258.7

歳出総額 （億円） 255.0 271.1 251.2 251.5 241.8 239.6 239.3 239.2 239.6 256.0 256.5 256.2

形式収支 （億円） 10.5 5.7 4.6 4.1 3.3 5.0 4.5 5.2 5.3 3.9 4.4 2.5

経常収支比率 （%） 90.3 96.2 96.8 97.1 97.7 96.6 96.9 96.4 96.3 97.3 97.0 98.3

実質公債費比率 （%） 5.0 6.4 8.6 10.7 11.1 10.2 8.7 6.9 5.7 5.0 4.9 4.6

財政調整基金残高（億円） 27.3 27.4 24.4 24.5 21.5 19.4 19.5 19.5 19.6 19.7 18.2 18.3

地方債残高 （億円） 175.9 192.4 192.6 195.5 188.5 182.3 177.3 172.7 167.7 170.1 172.2 175.3
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【 歳 入 】  

 
 

【 歳 出 】  
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４  財 政 健 全 化 の 取 組 方 針  
（ １ ） 財 政 健 全 化 対 策  

歳 入 で は 市 税 収 入 は 今 後 、 税 制 改 正 や 少 子 高 齢 化 の 影 響 に よ り 、 次 第 に 減 少 す る 見

込 み で す 。 一 方 で 、 歳 出 で は 社 会 保 障 費 の 増 加 や 公 共 施 設 等 の 老 朽 化 に 伴 う 更 新 等 の

費 用 も 必 要 と な っ て く る な ど 、 収 支 の バ ラ ン ス が 不 均 衡 な 状 態 に 陥 っ て い ま す 。  

ま た 、 平 成 ２ ９ 年 度 か ら の 大 型 建 設 事 業 の 集 中 以 降 、 投 資 的 経 費 が 高 止 ま り し 、 そ

の 財 源 を 地 方 債 発 行 に 頼 る こ と か ら 地 方 債 残 高 が 高 い 状 態 で 推 移 し て い ま す 。  

こ う し た 状 況 を 踏 ま え 、 将 来 に わ た る 安 定 し た 市 政 運 営 に 必 要 な 財 政 基 盤 を 維 持 し

て し て い く た め 、 以 下 の 取 り 組 み を 推 進 し ま す 。  

 

①  歳 入 の 確 保  

歳 入 の 根 幹 で あ る 市 税 に つ い て 、 人 口 減 少 対 策 や 企 業 誘 致 等 に 取 り 組 み 、 長 期 的 な

税 収 の 確 保 に 努 め ま す 。                              

国 や 県 の 補 助 金 を 再 度 調 査 し 、 最 大 限 の 活 用 を 図 り ま す 。              

使 用 料 ・ 手 数 料 に つ い て 、 適 正 な 受 益 者 負 担 を 進 め る こ と と し 、 施 設 の 利 用 状 況 や

他 市 の 料 金 体 系 等 を 勘 案 し 定 期 的 な 見 直 し を 実 施 し ま す 。  

 寄 附 金 に つ い て 、 ふ る さ と 納 税 は 令 和 ６ 年 度 の 寄 附 額 が ６ 億 円 を 超 え ま し た 。 今 後

も 引 き 続 き 増 収 に 努 め ま す 。  

 

②  歳 出 の 抑 制  

   令 和 ６ 年 度 予 算 か ら 枠 配 分 方 式 の 予 算 編 成 と し ま し た 。 最 小 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を

発 揮 し 市 民 ニ ー ズ に 対 応 で き る よ う 、 事 業 の 目 的 や 成 果 、 事 業 展 開 を 意 識 し た 不 断 の

見 直 し を 行 う こ と で 、 土 岐 市 の 適 正 な 歳 出 規 模 の 実 現 を 目 指 し ま す 。  

 継 続 中 の 事 業 に つ い て も 、 再 度 そ の 必 要 性 、 緊 急 度 、 事 業 効 率 等 の 観 点 か ら 見 直 し

を 進 め 、 事 業 の 延 伸 、 中 止 も 含 め 事 業 費 の 圧 縮 を 図 り ま す 。  

 

③  公 共 施 設 の 計 画 的 な 管 理 ・ 利 用  

 公 共 施 設 等 の 老 朽 化 対 策 が 本 格 化 す る 中 で 、 計 画 的 か つ 持 続 可 能 な 公 共 施 設 等 の 再

整 備 と 長 期 的 視 点 に 立 っ た 健 全 な 財 政 運 営 を 行 う た め 、 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 に 基

づ き 、更 新・統 廃 合・長 寿 命 化 な ど を 計 画 的 に 実 施 し 、財 政 負 担 の 軽 減・平 準 化 を 図 り

ま す 。ま た 、将 来 的 な 人 口 減 少 や 社 会 変 容 を 見 据 え 、同 種 サ ー ビ ス の 統 合 な ど 、保 有 総

量 の 適 正 化 に 努 め ま す 。  
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④  基 金 の 適 正 な 運 用  

  財 政 調 整 基 金  

 

 

大 規 模 災 害 な ど の 不 測 の 事 態 に 備 え る た め に 、 標 準 財 政 規 模 の 10％ 以 上 を 確 保

す る と と も に 、 過 度 な 資 金 保 有 と な ら な い よ う 、 財 政 調 整 基 金 の 積 み 立 て 上 限 を

20％ 以 下 と し 、 優 先 的 に 取 り 組 む べ き 事 業 へ の 活 用 を 図 り ま す 。  

不 測 の 事 態 な ど に 対 応 し た こ と に よ り 、財 政 調 整 基 金 残 高 が 標 準 財 政 規 模 の 10％

を 下 回 る 場 合 は 、 お お む ね 3 年 以 内 に 10％ 以 上 に 戻 す よ う に 努 め ま す 。  

 

※ 標 準 財 政 規 模 と は 、 税 や 地 方 交 付 税 な ど の 一 般 財 源 の 合 計 額 で す 。 基 金 の 標 準 財

政 規 模 に 対 す る 割 合 は 、自 治 体 の １ 年 間 の 収 入 額（ 一 般 財 源 ）に 対 し て 、ど の 程 度

貯 蓄 （ 基 金 ） が あ る か と い う こ と を 示 し て い ま す 。  

 

減 債 基 金  

 

 

繰 上 償 還 に よ る 一 括 返 済 や 、公 債 費 が 多 額 と な る 場 合 に 備 え て 、年 2 回 の 償 還 の

う ち 、少 な く と も 1 回 分 の 償 還 金 額 を 減 債 基 金 で 賄 え る だ け の 基 金 残 高 を 確 保 す る

た め 、10 億 円 以 上 を 維 持 し ま す 。10 億 円 は 、令 和 8 年 度 以 降 の 公 債 費 の 年 間 支 出

見 込 み 額 （ 20 億 円 ） の 約 半 分 の 金 額 で す 。  

基 金 は 、必 要 に 応 じ て 取 り 崩 し て 使 い ま す 。10 億 円 を 下 回 る 場 合 は 、お お む ね 10

年 以 内 に 戻 す よ う に 努 め ま す 。  

 

⑤  地 方 債 活 用 の 適 正 化  

 

 

実 質 公 債 費 比 率 が 起 債 協 議 団 体 判 定 基 準 内 と な る よ う 、  

・ 投 資 的 経 費 （ イ ン フ ラ 等 通 常 分 ※ 1） に 係 る 普 通 債 発 行 額 は 、 毎 年 度 当 た り 5 億 円  

以 内 と し ま す 。  

・ 投 資 的 経 費（ 実 施 計 画 事 業 等 特 別 分 ※ 2）に 係 る 普 通 債 発 行 額 は 、毎 年 度 当 た り 10

億 円 以 内 と し ま す 。  

標 準 財 政 規 模 の 10％ ～ 20％ （ 約 13 億 円 ～ 27 億 円 ） を 維 持 し ま す 。  

１ ０ 億 円 以 上 を 維 持 し ま す 。  

投 資 的 経 費 に 係 る 普 通 債 発 行 額 に つ い て 、 上 限 を 設 定 し ま す 。  
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・ 国 の 経 済 対 策 や 災 害 対 応 な ど 、 や む を 得 ず 緊 急 的 な 対 応 を 必 要 と す る 場 合 に 発 行 す  

る 地 方 債 の 上 限 額 に つ い て は 設 定 し ま せ ん 。  

・大 き な 建 設 事 業 等 で や む を 得 ず 上 限 額 を 超 過 す る 場 合 は 、実 質 公 債 費 率 が 12％ 以 内  

と な る こ と を 原 則 と し 、 12％ を 上 回 る 場 合 は 、 お お む ね 5 年 以 内 に 12％ 以 内 に 戻  

す よ う に 努 め ま す 。  

・ 予 算 編 成 時 に 元 利 償 還 金 の み な ら ず 準 元 利 償 還 金 や 普 通 交 付 税 の 影 響 を 考 慮 し 、 当

面 の 財 政 指 標 を 見 通 し た 上 で 起 債 の 可 否 を 検 討 し ま す 。  

  

※ 1 道 路 ・ 公 園 ・ 河 川 の 整 備 改 修 や ご み 処 理 施 設 整 備 な ど 主 に イ ン フ ラ の 整 備 に 係 る 経  

 常 的 経 費  

※ 2 老 朽 化 し た 公 共 施 設 修 繕 や 実 施 計 画 事 業 な ど に 係 る 臨 時 的 経 費  

 

※ 実 質 公 債 費 比 率 と は 、地 方 債 の 元 利 償 還 金 の 大 き さ を 、市 の 財 政 規 模 に 対 す る 割 合 で 表

し た も の で す 。こ の 比 率 が １ ８ ％ 以 上 の 団 体 は 、起 債 に 当 た り 総 務 大 臣 の 許 可 が 必 要 と な

り 、 自 主 的 ・ 自 律 的 な 財 政 運 営 が 困 難 と な り ま す 。  

 

 

 

地 方 債 メ ニ ュ ー の 内 、 防 災 減 災 対 策 や 国 と 地 方 を 挙 げ て 取 り 組 む べ き 喫 緊 の 政 策 課 題

に 対 応 す る も の に つ い て は 、 元 利 償 還 金 に 対 し て 地 方 交 付 税 算 入 が あ り ま す 。 原 則 、 地

方 交 付 税 措 置 の あ る 地 方 債 メ ニ ュ ー に 限 り 借 入 れ し ま す 。  

 

 

 

昨 今 の 金 利 上 昇 の 流 れ を 鑑 み 、 低 利 率 の 借 入 先 を 優 先 し て 借 入 れ し ま す 。  

 

原 則 、 地 方 交 付 税 措 置 の あ る 地 方 債 メ ニ ュ ー に 限 り 借 入 れ し ま す 。   

低 利 率 の 借 入 先 を 優 先 し て 借 入 れ し ま す 。  


